
長岡市告示第４３５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により指定を行っ

た長岡市高齢者センターまきやまの指定管理者から、令和６年３月２９日長岡市告示第１

５４号の６で告示された事項の変更について届出がありましたので、長岡市老人福祉セン

ター条例（昭和５５年長岡市条例第２６号）第１４条第２項の規定により告示します。 

 

  令和７年１２月８日 

 

                 長 岡 市 長  磯 田  達 伸 

 

１ 変更のあった事項 休館日 

 

２ 変更の内容 

 休館日 

変更後 

（１） 毎週火曜日（その日が老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第

５条に規定する老人の日に当たるときは、その翌日） 

（２） １２月２８日から翌年の１月４日までの日 

変更前 

（１） 毎週火曜日（その日が老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第

５条に規定する老人の日に当たるときは、その翌日） 

（２） １２月３１日から翌年の１月３日までの日 

 

３ 変更後のあった事項を定める期間 

  令和７年１２月８日から令和１１年３月３１日まで 


